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論集第18轡（1997年）

ロシア語における「．主語」と「主題」そして

　　　　　　「主体」にっいて一（2）rX－Y」文

林 田　理　恵

《fiO！l刀E＞KA田EE》　，《TEMA》　，《cyB1）EKT》

　　　　　　　　BpyCαくOM只3blKE－（2）

Pxs　XAACX，IIA

　06re・eKτoM双aを蓋Horo　Mccπe！iOBaHHfi　flBJIff｝oTCH及B》・cocTaB歪｛b玉e叩e即o》Ke猛田，06pa30Ba照もle

双ByN｛H　HMe正MblM｝l　Fl）yHHaM疑　B　liMef｛疑TeJlb謎o酸　簸aムe》Ke，　6e3　c8只3K騒　｝｛　co　cBH3Koth　（ムaJlee

ilpeAno＞1〈e畷只＜X－Y＞）．

　BnccneAoBali照aBTop　nblTaeTcfi　onpekexmb　1）cMI｛TaKTMくo℃eMa照四ecK｝ie　cBothcTBa

npe耶o》KeH嘘　〈X－Y＞，　8　KoTopblx　oTpa》KeHもI　Ko田騒丁冊Hble　叩oロeccb夏9enoBeKa；　2）

c雇HTaK蹴Ko－ceM鉦歪TMgecKoe　coo賢至o繊eH騒e　Mexく以y叩eJIπo｝1〈effH”MH〈X－Y＞騒〈X　fiBnfle’rcfi

Y＞　HlicTo｛）MqecKy｝o　oc無oBy聡x　cTpyKTypbl．

　Ha　ocHoBe　Bb叢繊eyKa3aH謎oギO　vaccxe，［LoBa聞只BHacTofimeth　pa60τe　paccMaTpMBaeTcfi　80叩oc　o

ToM，　　涯orHgt｛o　　J至P至　　1玉p｝IMe｝峯班Tb　　Ho｝田T賑只　　《fioAAe｝Ka環ee》　　M　　《cKa3ye瓢oe》　　K　　nolMMaHH｝o

叩e姻o》Ke互舳＜X－Y＞，　H　o叩e」leAfieTcfi　cooT載側e朋e　Me＞K双y　fioHff糊醐《nollne＞Ka環ee》賑

《TeMa》B叩e，（lno》KeHMfix＜X－Y＞賑〈X分B朋eTc窯Y＞．

0．はじめに

　前稿において，Wシア語の文法酌カテゴリーとしての「搬語」は，歴史的，発生酌にみて，そ

こに本来的な意味での，事象の根源約要困としての「動作主」標示の機能と，判断の中心，発話

の出発点としての「主題の機能の二っをみることができ，その1［1つの機能が収敏したものとし

て「主語」を理解し得るのではないか，さらには，ロシア語において憶味上の主体」として理

解されてきた，文頭要素としての「繕格主体」も，そこには不随意的行為の主体として，「経験

者」という範疇に属するものとしての格標示を受けつつ，「主題」機能を担うものとして，文頭の

位欝を占める成分とみなすことができるのではないか，とい．う大枠としての仮定を提示した［32〕。
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orシア語における「主語」と「主題」そして「主体」にっいて一（2）ヂX－Yj文

　本稿以後，言語現象の基盤となる，認知レベルにおけるところの概念化の類型を基礎として，

ロシア語の文の構造的な類型化をおこない，個々の類型における詳細な分析をおこなう中で，歴

愛的，言語類型学的な視点も踏まえて，このロシア語のゼ主語」，「主題」という概念に関する

大枠としての仮定にっいて，検証する作業を進めていく。

L認知過程における二つの基本類型

　人間がある事柄を文として表現し，伝達しようとする際，話し手はまず外部世界の中から有意

義な断片として，ひとまとまりの内容を取り出し概念化するわけであるが，その概念化の過程に

は，基本的に二つの異なるタイプを見出すことができる。

　叙述の型としての文の類型そのものの二分法は，古くはヴァンドリエスなどの「名詞文」，

「動詞文」にもその原型が認められ，また臼本語文法の研究では，昭和初期，すでに文の類型と

しての佐久間の「いいたて文」の「物語り文」と「晶定め文」の二分が知られており［27］，ω

三尾［34］や三上［36］に引きっがれ，現在においても日本語の文類型に関する研究の多くが，こ

の佐久闘の二分法を基礎としている。（2）

　これらの文類型の二分法ということを，今，人閥の認知レベルにおける概念化という観点で捉

え直してみると，まず佐久間の「品定め文」に相当する第一の類型では，外部世界に属する個体

一 具体的，抽象的事物一を紺象として取り上げ，その「性格付け」や「分類」，または「圃定」

をおこなうという概念化である。外部世界における個体としてのものに対する認知プロセスは，

まず存在確認としての「同定」に始まり，その「岡定」されたものをより高次のクラスへとまと

め上げる「分類」というプロセスとして確認できるだろう。そこでは認知主体としての人聞は，

複数の可能性の中からまず恣意的にある個体を取り出し，その個体に対する「同定」，「属性規

定」，「分類」といった判断を認知主体の経験の中から導き出す。従ってこれらの経験的判断は，

基本的には対象とする個体のある限られた晴空聞の中でのありさまという判断ではなく，時間的

変化を伴わない，普遡的状態としての把握をその基本としているといえる。

　これに紺して，「物語り文」に相当する第二の類型は，外部世界のある限定された特空閥に存

在したり，出現したりする「状態」や「幽来事」に対する概念化である。外部世界の事象という

ものは，本来的には困果連鎖酌に生起するものであり，その中である特定の「状態」や「出来事」

を認知対象として概念化するということは，まずその因果連鎖の網から，対象とする「状態」や

「ほ1来事」をある特定の限定された謄空間の中で切り取り，maSlj化一「岡定」一するという認

知プvaセスが必要となってくる。第一の概念化とは異なり，この第二のタイプでは，対象とされ

るのはあくまで外部世界の中に展開しているところの「状態」や「出来事」であり，第一の類型

で，対象とされる「個体」が認知主体によって恣意的に選び出されるのに対し，この第二の類型

では，どの「状態」や「出来事」を概念化の対象として選び出すかは，認知主体が恣意的に決定
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論集第18号（1997年）

することではあるが，その「状態」やr出来事」にどのような「個体」の存在が関わるか，そし

てその関わり方がどのようであるかなどの判断は，基本的には外部世界のありようそのものに依

拠しているのであり，認知主体が恣意的に選択すべきものではない。そこでは，経験的判断では

なく，まさに外部世界に刻々と時閾変化を伴って生起する事象を知覚することを基礎として，そ

の知覚に基づいた判断がおこなわれるといえるであろう。

　以上，認知主体としての人間があるひとまとまりの内容を対象として概念化する際，その認知

プWセスは，まず性格を異にする二っの基本的な類型として大きく分けることができるというこ

とをみてきた。認知過程における二っの基本類型というのは，上でもみてきたように，実際の覆

語表現を形作っていく言語の表現形式のメカニズムと密接に関わりをもち，背後から鰯約するも

のとして働いていると考えることができるであろう。そのような関わりというものを念頭におき

ながら，以デ，具体的な護語表現としてのロシア語文の統語的・形態的な立ち現われ方を検討す

ることで，本稿における本来的課題であるロシア語における「主藷」，「主題」，「主体」とい

う概念の整合性の是非を，そして仮にこれらの概念が分析の単位として整舎性をもっ有意義な単

位であるとするならば，それらが雷語の単位として確立し得るに至る，どのような認知プロセス

の背景としての支えがあったのかを探っていくことにする。それはとりもなおさず，意味上の

「主体」というものが，概略，言語外事実としての外部世界に立脚したものとして捉えられがち

であり，f主題」というものが，発話の組織のレベルの問題としての発話の出発点，「何かにっ

いて」というものとして大方捉えられ，さらに「主体」と「主題」というものとの関わりの中で

「主語」という文法概念が論じられがちなことを考えるとき，まさにそこでは，外部世界をいか

に切り取るか，そして，概念化の対象としての中心一発話の出発点一をどこにおくのかという，

話し手の認知プロセスに深く関わる問題が論じられていると考えるからである。

2．rx－y」文における認知過程

2－Lロシア語の「X－Y」文

　本稿ではまず手始めに，すでにみた概念化の第…の類型を最も典型的に反映させた，具体的な

言語の表現形式としてのwシア語の「X－Y（X，Y＝名詞句）」文を検討することとする。

「X－yj文とは，他言語の研究においての，いわゆる「名詞コピュラ文」に相轟する文形式で

あるが，ロシア語の場合，以ドでみるように現在特欄でコピュラが存在しないこと，そしてそれ

をコピュラのφ形式と断定することにっいては，未だ明確な結論が出されていないこと，等を理

歯に，ロシア語を分析対象とする揚合には，「名詞コピュラ文」という言い方を避け，「X－Y」

文という表記をすることにしたものである。

　さて，ロシア語の「X～Yj文は，具体酌な表現としての文として立ち現われるとき，まず，

1）現在時制でコピュラとしての6blTbは表現形式上用いられず，具体的にはX（N、＝主格），　Y
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wシア語における「寵語」と「三1三題」そして「芝体」について一（2）「X－Y」文

（N，＝主格）という二っの名詞句の並列として表現される。2＞過去聴制や来来疇制の場合には，

コピュラとしての6blTSは立ち現われるが，二つの名詞句のうちの一方が，場合によってNlで表

現されたりN，（・・造格）で表現されたりする，という特徴をもっ。ロシア語の「X－Y」文がこの

ように，特に現在時調において二っの主格で表現される名詞句の並列という形をとることから，

二っの名詞句X，Yのいずれを「主語」（noAne｝Kamee）とみなし，いずれを「述譜」（cKa3yeMoe）

とみなすかにっいては，いくっかの先行研究において議論の対象となってきたところだ

〔13：234］　［22］　［16：250］［20：35］。比較的最近のものとしては，1”laAyqeBa，ycrreHcKuthが名詞句

の指示的機能の差異に着殿して，vaシア語の「X－Yj文における「主語」と「述語」の規定を

試みている［12コ。

　以下ここでは，1’la．uyueBa，　yCfiel・｛CKMtiの中で考察の対象となっているロシア語の「X－Y」文

を，認知論的観点から再度検討し痩すことによって，1：｛aAygeBa，　yCileHCKHthも含めて先行研究

における「X－Yj文における「主語」，「述語」規定の基準の妥轟性を問い薩し，そもそもロ

シア語の「X－Yj文の理解において，統語範疇としての「主語」という概念を適糟することが

有意義であるのかどうかという根本問題に立ち返って，ロシア語の「X－Yj文をめぐる「孟語」，

「tM題」という問題に筆者なりの見解を出すことを試みたい。

2－2．「属姓規定文」としてのrx－yj文

　さて，mシア語に限らず一般に「X　cOp　Yjの表現形式をとる「名詞コピュラ文」が具環して

いる認知プロセスは，すでにおこなった分類の第…類型に対応し，複数の可能性の中からまず外

部世界に属する個体X（具体的，抽象的事物）を取り出し，その側体に対して「属性規定」，「分

類」，「同定」などの概念化をおこなうものである。

　この第一類型の中で，まず「属性規定」，「分類」というプロセスにっいては，基本的にはす

でにある個体を取り出すという認知作業そのものが，同時にその個体の「1司定」をも含んでおり，

そのすでに「局定」された個体を，さらにより高次のクラスへとまとめ上げる「分類」という同

一のプロセスとして理解できる。ヂ属性規定」とは，すでにド岡定」されている対象へのある属

性の追加を表わすものであるが，「この机は丸い」，「太郎は賢い」などの「Xcop　YjのYが，

いわゆる形容詞句で表現されているような文では，その嘱性規定」は内包による規定というこ

とになる。一つ5ここで問題としている，Yが名詞句で現われる「名詞コピュラ文」の「属性規定」

の場合には，「由田さんは社長だ」，ヂ鯨は哺乳類だ」のように，基本的にはYはXで指示され

ている個体に対する上位概念を表わす語句で表現され，Xで指示されている個体が，　Yで表わさ

れている上位概念に含まれること，すなわち粉類」ということを通じて，Xで指示されている

個体が，Yで表わされている上位概念の内包である，ある性質，特徴をもっ，という形で「属性

規定」がおこなわれている嘱性規定文」として理解できよう。そこでは当然，Xの外延はYの
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それよりも狭いということが基本的な条件となっており，このことは，この嘱性規定文」と，

次に検討する「岡定文」との根本的な差異として着欝できよう。（3＞

　「属性規定文」におけるY名詞句は，何かある個体を具体的な対象として指示することにその

意味があるのではなく，その名詞句で表現されている事物の内包を表現している，叙述名詞句

（predicative　NP）として理解されよう。それに対してX名詞旬は，認知主体が恣意的に取り娼し，

すでに燗体として同定されている一すなわち話し手，聞き手双方にとって，特定のある鰐象を

指すことが分かっている一事物に言及する指示名詞句（ref　erential　NP）である。

　ただし，指示名詞句としてのXは，すでに側体として「同定」されている事物を旛し示すとは

いっても，それが必ずしも具体的な特定の一個のものであるとは限らない。r鯨は哺乳類だ」の

「鯨」の例にみるように，総称的（generic）な意昧で種族全体を総括的に指す総称名詞句の場合

も，特定のすでに「綱定」されている集合を指し示すという意昧で，指示名詞句として「属性規

定文」のX名詞句として立ち現われる。

　さらに，「属性規定文」として理解される「この事件の犯人は明らかに男性である」という場

合のように，X名詞句がヂこの事件の狛人」という資格をもっ，何らかの特定の個体の存在を一

応前提とはしっっも，澄接的には唯一納欄体を何ら指示しない，限定用法の名詞旬として立ち貌

われる場合もある。この名詞句の限定用法については，後に「同定文」の5＞析の際に詳しくみる

が，この場合には，特定の個体の唯一酌指示はおこなっていないものの，ある資格をもっ個体の

集合という枠付け自体で，話し手，聞き手双方の胴定」のプWセスは完了したものとして提示

されている。すなわち，ドこの事件の犯人がだれであるかということはわかっていないが，その

資格を満たすものは男性というカテゴリーに属す」ということが表現されているのである。

　このように，「属性規定文」の指示名詞句としてのXは，特定の個体を唯…的に指示する場合

のみならず，総称名詞句として集合全体の措示を意味する場合，さらには限定期法の場合，とい

うように，そこにおける「同定」にはかなりの幅があることが認められるのである。が，いずれ

にせよ，「属性規定文」として文が解釈されるための基本的な条件は，上でみたようにXの外延

はYのそれよりも狭いということであり，「鯨∈哺乳類」，「この事件の犯人∈男性」というよ

うにこの条件を満たしておれば，X名詞句がかなりゆるやかな「購定」しかおこなわれていない

指示名詞句であっても一すなわち外延がある程度広いものであっても一「属性規定文」として

理解され得るのである。

　ロシア語の「属性規定文」に分類されるものとしては，1－laAygeBa，　yeneHcKKBから次のよう

な例を挙げることができる［12：354］。

（1）　　○｝訂Bpag．

　　　（彼は医者だ。）

（2）　　正OBenMpΦy》Kel）e－BnakeAe罧DToro　oco6H只Ka。
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　　　（宝石商のフジェレーはこの邸の持ち主だ。）

（3）　　OceHb－Moe　m〈）6HMoe　BpeMH　roAa．

　　　（秋は私の好きな季節だ。）

（4）KHT　一　MneKormTa　｝oeqee．

　　　（鯨は哺乳類だ。）

　（1）と（2）の例では，X名詞句としてのOHやIOBenHP　¢y｝Kepeが，具体的な特定の対象を指示

した指示名詞句である一方，Y名詞句にあたるBpauやBAaAenell　sToro　oco6HfiKaは，具体的な

ある対象を指示しているのではなく，これらの語の内包としての属｛生一Bpaqの場合は「病気の

人を治療できる」などの属性を有する職業についている，BAa，aenell　9Toro　oco61｛HKaの場合は，

例えば「その邸を自由に処分できるという権限をもっている」という属性を，またある場合には

「こんな邸の持ち主だから，ものすごい金持ちだ」，といった属性を含意しているかもしれない

一
が問題にされているのである。一方，（3）のXにあたる名詞句oceHbは，人や物などの異体酌

な個体ではなく，時間概念としての抽象物であるという違いはあるが，話し手，聞き手双方にとっ

てその内容が明らかな，特定の対象であるという意味においては，指示名詞句であることにかわ

りはない。

　また，（4）のX名詞句にあたるKmは，この文では明らかに総称的な意味で用いられており，

上でみたように，ある特定煽体の唯一的指示ではないが，ある特定の種族全佑を指し示しており，

やはり指示名詞句として捉えることができる。

2－3．「嗣定文」としてのrx－y」文

　次に，第一類型に属するもう一っの概念化のプロセスとしての「購定」という闇題についてみ

てみよう。上でみた「属性規定文」の場合には，ある特定の個体をすでに「岡定」されたものと

してX名詞句として取り出し，その個体についてより高次のクラスへまとめ上げる，「分類」と

いうことを通じて「属性規定」をおこなうというプロセスを反映した文であった。しかしながら，

ある個体に関する経験的判断という場含には，上のプロセスとは異なるもう一つのプロセスがあ

ることが確認される。それはまず，特定の個体の取り出しではなく，あるクラスというものの存

在確認に始まり，そのクラスの中で，ある特定の照体を指定し「岡定」するというものである

〔2：323－325〕。例えば，「属性規定文」の例として挙げた「山田さんは社長だ」の文で，X，　Y

それぞれの名詞句を入れ替えた「社長は山田さんだ」という文は，もとの文と同じ意味ではない。

すなわち，祉長という資格をもち得る複数の燗体の集舎の中から，猛i下，問題となっている状況，

コンテクストでは，その資格をもち得るのは山田さんである，という形で唯一的な個体の指定を

おこなっていると解釈できる。このタイプのプロセスを具現している文を，以下「岡定文」と呼
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ぶことにする。（4）

　「同定文」を「属性規定文」と根本的に区鋼しているのは，Y名詞句が，特定の個体を唯一一・m一的

に指示する機能をもっ指示名詞句として立ち現われるということである。FlanyqeBa，　ycneHCI〈Wt

からこの「同定文」に該当すると思われる文を以…ドみてみよう［12：355－356］。

（5）　BJIa双eJ三eu　DToro　oco6fffiKa－IoBexMPΦy｝Kepe．

　　　（この邸の持ち主は宝石商のフジェレーだ。）

（6）　ハへoe　me6HMoe　BpeM”ro五a－oceHb。

　　　（私の好きな季節は秋だ。）

（7）［KTo－T棚3　E｛ac　3Aecb　nx［uHMth　B　KBapT即e．　X　MHe　Ka＞駁eTc別9To］∋ToT朋闘｛醸

　　　　猛MeHHO　Bbl。

　　　（〔この私たちの中で誰かがアパートの中じゃ役立たずなんだ。私が思うに〕その

　　　役立たずとはまさにあなただ。）

（8）　ygacTKMK　Haixxero　KoH　llepTa　－apTMcT　Feopr　OTc．

　　　（私たちのコンサートに参撫したのはアーティストのゲオルク・オッツだ。）

　（5）と（6）は（2）と（3）のX，Yの名詞句をそれぞれ入れ替えただけのものであるが，語順転換を

することによって命題の意味内容そのものが変わってしまっている。すなわち，例えば（2）の文

がザ宝石商のフジェレーというのはどういう人かといえば，それはこの邸の持ち主だ」という意

味であるのに紺し，（5）の文の意味は「誰がこの邸の持ち主かといえば，それは宝石商のフジェ

レーだ」ということになろう。

　一般に，（1）～（4）のような「属性規定文」においては，その意味内容を変更せずに構報構造を

変えるということはできないと考えられる。⑤それは，ある「隅定」された振示澱象にっいて，

その「属性規定」をおこなうという場合に，当然，影該の文の中での情報昂：として高いのはその

属性を表現する部分であって，すでに「同定」されている指示対象がその「属性規定」を表現す

る部分より重要な情報を担っているということは考えにくいということで説明できるであろう。

　さて（5）～（8）の文で，Y名詞句が指示名詞句であるという点は問題がないであろう。一方，　X

名詞句について，1－la，aygeBa，　ycneHcK磁ではDonnel茎aa［21］が提出した翔語を使って，限定翔

法（aTpH6yTMBHble　XI”，　attributive　use）の名詞句であるとしている［12：351］。例えば（8）のX名

詞句「私たちのコンサートに参加した人」という場合，これだけでは「コンサートに参舶した」

という資格をもっ個体の集合に霞及しているに留まっており，Y名詞句「ゲオルク・オッツ」が

与えられることで，初めてその資格をもっ個体の唯一・的指定がなされるのである。限定月彗法とし

て用いられている名詞句表現というものは，その名詞句で表現されている属性や資格自体が重要

であり，その属性，資格をもっ何らかの特定の個体の存在ということを一応前提としてはいるも
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のの，外部世界に具体的に存在するある特定の側体の唯一的指示を直接表現するものではない。

限定胴法としての名詞句は，先にみたように「属性規定文」のX名詞句としても，また今問題に

している「i司定文」のY名詞句としても立ち現われることが観察される。

（9）　　y6M鳶ua　M∋pa－－yqacTIIvaK　KaUlero　KOKxxePTa．

　　　（甫長を殺した犯入は私たちのコンサートに参舶したやっだ。）

　上の文で「犯人は私たちのコンサートに参加したやっだ護という場合には，ヂ私たちのコンサー

トに参加した」という資格をもっ棚体の集舎という枠を示すことで，その集合のうちのある特定

の個体ということを含意しつつ，特定の鰯体の喉…的指定はおこなっていないものの，その枠自

体で「同定」のプロセスはすでに完了したもの，すなわちそれ以上の情報は不要であるか，また

は話し手としてももちあわせていないかのいずれかを示している。それに対して（8）の場合には，

上でも述べたように，陶じ名詞句がXとして使われていることによって，ある資格をもつ個体の

集合という枠付けを提示し，El下問題となっている状況で，その枠付けに該当するのは，唯一的

存在としてのY名詞旬で指示される側体であると「岡定」しているのである。すなわち，同じ

「隅定文」でも，（8）と（9）では「岡定」に際しての話し手の与える情報量に差があり，（9）の場

舎は不完全な「陶定文」といえるであろう。

　さて，「同定文」のXとして現われる名詞句は，限定用法の名詞句であり，その名詞句で表現

されている属性や資格自体が重要であり，その属性，資格をもっ｛可らかの特定の個体の存在とい

うことを薦提とはしっっも，直接的には外部世界に存在する特定の個体の唯…的指示を表現する

ものではないということをみてきたが，それでは（5）や（6）のX名詞句として用いられている

Bxa・」！eneR　9Toro　oco6HfiKa，Moe　mo6vaMoe　BpeMfi　poAa　rbst，限定用法の名詞句として，特定の儒体

の存在を前提としていると理解されるのに対し，何故岡じ名詞句が，（2）や（3）の「属性規定文」

のY名詞句として用いられる場合には，これらの名詞句で褒現されている内包としての属性のみ

が問題とされる，叙述名詞句として理解されるのかということにっいて，それぞれの文の直感的

な理解以外に，何らかの客観約な根拠というものを見出すことができるであろうか。

　この問題については，fiaAygeBa，　yClle｝ICKHthが，ある文で箭提とされている事柄は，その文

の肯定，否定にかかわらず変化しない，という「前提」に関する研究に依拠しておこなっている

以下の考察は有効であろう。

（10）　　1〈）BeAxpΦy》Kepe　He　BnaAenell三）Toro　oco6｝lfiKa．

　　　（宝石商のフジェレーはこの邸の持ち主ではない。）

（11）BnaRenea　eToro　oco6HfiKa　He　H）BenmP　（Pyx〈epe．

　　　（この邸の持ち主は宝石商のフジェレーではない。）
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（10）は（2）の，（11）は（5）のそれぞれ否定文であるが，（11）では問題となっている邸に持ち主が存

在するということは前提となっているが，（10）の文では邸の持ち主の存在ということは何ら含意

されていないことがわかる［12：356〕。

2－4．「同定文」における有標の二璽焦点化

　「属性規定文」と「同定文」の差異ということについて，残されたもう一っの問題にっいて以

下考察してみたい。H本語の「名詞コピュラ文」についての最近の研究において，「瞬定文」，

「BハAダ」は助詞を「ハ」から「ガ」に変えることで「BガAダ」に変換できるのに対し，「属

性規定文」ではそれが許されないということが共通の理解となっている［35］［24］［26］［30〕。す

でに「属性規定文」と「岡定文」の日本語の例として挙げた「山駅さんは社長だ」，「社長は山

田さんだ」という二っの文にっいて，上で述べたこととの関わりがどのようになっているかをみ

てみよう。

（12）　山田さんは社長だ。

（13）社長が山賑さんだ。

（14）社長は山田さんだ。

（15）山鐵さんが社長だ。

　（15）は嗣定文」（14）のX，Yのそれぞれの名詞句を入れ替え，助詞を「ハ」から「ガ」に変

えたものであるが，（14）と同じ意味内容のr同定文」であるとすること霞体には問題がないであ

ろう。ただ，（14）と（15）が「社長」という属性をもっ特定の個体の存在という前提に対して，そ

れが実際には山田さんという，具体的に認定警能な，特定個体を指示する名詞句で表現されてい

る人物であると「同定」している一その限りにおいては岡じ意味の文であるが，情報構造にお

ける焦点化という点で明らかに異なる文であり，発話される状況も異なると考えられる。（14）で

は新情報（冨焦点）は通常の文末の位置にきており，その意昧で「山田さんだ」は無標の焦点とし

て理解されるであろう。一方，（15）では（14）ですでに焦点となっている名詞句が左方転位される

ことによって，さらに二重に焦点化がおこなわれているといってよいだろう。このことは「ガ」

が，述部が恒常的状態，習慣的動作を表わす場合には総記の解釈一「今問題となっている事物

の中でXだけが」という解釈一しか受け得ないとする久野の説にも合致するであろう［25：37］。

久野の「総記を表わすrガ』」という理解が，格助詞「ガ」の特質，または固有の意味として妥

当であるかどうかはここではさておくとして，（15）の文が明らかに特定の限られた状況，文脈で

しか起こり得ない文であるということは事実であろう。例えば，ある会社を初めて訪れた人が祉

長に会いたいと思い，受付嬢に「この会社の社長はどなたですか」とたずねた場合，受付嬢は普
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通ならば「社長は山田でございます」と答えるだろう。それでは（15）の文が自然な文として発話

される場合というのはどのような状況であろうか。それは例えば，やはりある会社を初めて訪問

した人が，受付嬢から役員リストをもらって，そのリストの中のどの人が祉長であるかを知りた

いような場合の質問，「どの方が社長さんですか」に対して，受付嬢が「山田が社長でございま

す」というような場合である。すなわち，（14）では「被長という資格を満たしている人一それ

は山田さんだ」というように，X名詞句とY名詞句が，その意味では単に結びっけられているだ

けなのに鰐して，（15）では，社長という資格を満たす人物を，眼前に承されているリストの中か

ら排他的に取り出して示しており，その他のものはそうではないということを明示的に表現して

いる文だといえる。

　一方（13）であるが，これは嘱性規定文」（12）が有標の二重焦点化を受けたものとして理解す

るには無理があろう。（13）は（15）と同じタイプの有標の二重焦点化を受けた「岡定文」であると

考えられる。それでは，「岡定文j（14）にっいては焦点をさらに「ガ」で二重焦点化するという

ことが可能であるのに，「属性規定文」（12）の場合には同じ変換をおこなうと何故「岡定文」と

なるのであろうか。

　まず第一に，ヂ名詞コピュラ文」でヂガ」によって有標の焦点化がおこなわれる場合というの

は，単に強勢というのみならず，いくっかの候補の申からあるものを排他的に取り出して示す，

という状況での発話としてしか機能し得ないという，上でみたこととの関連である。Y属性規定

文」というのは，ある燗体に関してその属性，資格を述べるというものであるが，一搬に個体の

属性というものは，当然ながら多岐にわたるものであることが前提とされており，いくっかの属

性の申から，ある個体に関して，ある属性だけが排他的に取り出されて述べられるということは，

人間の認知のプロセスとしてほとんどあり得ないことであるということが，「属性規定文」が

「ガ」による有標の焦点化という変換を許容しがたいことの第一の理慮であると考えられる。

　ただ上のことだけでは，「属性規定文」，「XハYダ1の「ガ」による変換はできず，非文と

なるということはいえても，その変換した文が有標の二重焦点化を受けた「岡定文」になるどい

うことについては，何ら明らかになっておらず，この点についての解明が必要となってくる。

　（13）が有標の二重焦点化を受けた「岡定文」と理解されるということは，（13）が変換によって

もたらされるもとの無標の胴定文」というものが当然存在するはずである。それでは（13）のも

とになる無標の「洞定文」とはどのような文か。岡タイプの（15）の文が（14）の文から変換された

ものであることを考えるならば，（13）のもとになる無標の「同定文」とは，表現形式上は（12）と

同じ文であるということになる。が，その文はもはや「属性規定文」ではなく「同定文」である

はずだ。すなわち（12）は一般には「属性規定文」として機能するが，また，「ガ」による有標の

二重焦点化を許容する「岡定文」としても機能する文だということになる。

　それでは，（12）と陽じ表現形式の文が「隣定文」として機能する発話状況というものが考えら

れるであろうか。それはかなり特殊な状況ではあろうが，考えられないわけではない。例えば，
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株主総会かなにかで，社長，副社長，專務といった役職名だけの名札が，壇上に座っている各役

員の前に澱かれているような場合に，会場にいるある人が「山田さんはどの人だい」と隣の人に

たずねたとしよう。その質問に対して隣の人が，壇上の社長という名札のところに座っている人

を指して，「山田さんは社長だよ」と答えた場合，Y名詞句の「社長」はもはや「属性規定文」

の場合のようにその内包を問題としているのではなく，他のいくっかの候補（問題となっている

状況では翻鮭長や專務，常務といった人達）から特定の話し手，聞き手双方にとって認定斑能な

人物を指定する，指示的な用法の名詞句として機能しており，r岡定文」という解釈がなされる

わけである。（13）が発話される状況というものも，上の状況とほぼ嗣じであると考えられるが，

ただ（13）の場合には，「祉長」という名詞句が有標の二重焦点化を受けた文として，居並ぶ役員

の中で社長だけを他のものから排他的に取り出し，その他の人はそうではないということを明示

的に表現するものとして機能しているといえる。

　以上の考察を踏まえると，2－2で「属性規定文」として機能し得るとした文はすべて，ある

特殊な文脈発話状況では「同定文」としても機能し得ると結論づけてよいように思われる。

　「属性規定文」として機能し得るか，「同定文」として機能し得るかの差は，「XハYダ」の

Y名詞句が，どのような用法の名詞句として翔いられているかということと深く関わっているの

である。このことはすでに2～2で簡単にふれたことであるが，「名詞コピュラ文」の「属性規

定」の場合，「XハYダ」のY名詞句には，基本的には何らかの意昧でX名詞句で表現されている

鯉体に対する上位概念を表わす，類名としての名詞句が用いられるが，そこではXで指示されて

いる個体が，単にYで表わされている上位概念に包摂されるということのみがいわれているので

はなく，Yの内包，すなわちYという類名で包摂される集合が等しくもっ属性を，　Xも有すると

いうことが表現されているのであり，その意昧でY名詞句が叙述名詞句として規定できるのであ

る。それに対して，瞬じ表現形式をとる文にあっても，もしYという類名がその内包が一切問題

にされず，単なる特定側体を指す，外界照応酌な指示名詞句として用いられていたり，また類名

という性格を残しっつも，幾っかの類名が列挙されている中で，他の類名と区溺して特定のYと

いう類名に，Xで示される個体が包摂されるということを表現するような状況にあっては，胴

定文」としてのふるまいをし，「ガ」による有標の二重焦点化という変換も可能になると考えら

れる。

　後者のような，Y名詞句が類名としての性格を残しっっも，「属性規定文」ではなく胴定文」

として理解されるような発話状況というのは，例えば文学史の試験などで，「プーシキンは以下

のa）からc）のいずれかを答えよ，a）191難：紀の写実派小説家，　b）20世紀後半の映像作家，　c）

19世紀のロマン派詩人」という設問がなされていた場舎，「プーシキンはc）だ：プーシキンは

19肚紀のWマン派詩人だ」とも「C）がプーシキンだ；19世紀のロマン派詩人がプーシキンだ」

とも答えられるという場合がそれに該薮するであろう。いずれにせよこの場合も，Y名詞句は叙

述名詞旬ではなく指示名詞句として機能しているといえるであろう。
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　以上，臼本語の場合の「属性規定文」と「同定文」の，有標の二重焦点化という変換に関わる，

統語的なふるまいの差という問題をみてきたが，ロシア語の場合にもこの問題に関してはほぼ平

行した現象が観察されるようである。

一般にロシア語の場合，有標の二重焦点化は，二重焦点化される語句の左方転位と，その語句

に特鋼強勢の音調の核が澱かれることによって実現される。

（16）　K｝Be甜PΦy｝Keρe　Bみa双eπe萩3Toro　oco6H班Ka．

　　　（宝石商のフジェレーがこの邸の持ち主だ。）

（17）BAaAefleK　9Toro　eco6Hfilca　loBenMp　¢y＞Kepe．

　　　（この邸の持ち主が宝顧商のフジェレーだ。）

（16）は「同定文」（5）のY名詞句｝OBenHP　（Py》Kepeが左方転位され，有標の二重焦点化を受けて

いる文であり，特鯛強勢の音調の核がIOBenHP　COymepeに置かれている。この例でもわかるよう

に，もとの（5）の無標の文と（16）の文では，Y名詞句の左方転位という以外に，｝il本語のドハ」

と「ガ」の置き換えのような構文上の差異はまったくなく，従って表癒構造としては（16）は「属

性規定文」（2）と全く岡じである（ただし，書きことばでは（16）の場合一（Tvape）は用いられない）。

しかしながら，音調の核の置き方が異なり，（16）の文が（2）の文と混同されるということはない。

　一方，ロシア語の場合にも（1）～（4）のような文がF属性規定文」として機能している際には，

上でみた日本誘の場合と隅じ理曲で，（5）から（16）へのような「岡定文」の場合に可能な有標の

二重焦点化という変換は許容されない。従って，（17）は「属性規定文」としての（2）の文が変換

されてもたらされたものではなく，（2）と同じ表現形式をとる文が，特殊な文脈，発話状況のも

とで「同定文」として機能する場合に許容される，有標の二重焦点化のための変換文と考えられ

る。事実，（1）～（4）の文は一般には「属性規定文」として理解されるが，特殊な文脈，状況のも

とで，Y名詞句が日本語の分析のところでみたように叙述名詞句としてではなく，指示名詞句と

して用いられるような場合には，ロシア語の母語話者にとっても，「岡定文」として理解するこ

とは十分可能なようである。

　以上，　「X－Y涯文において，　「属性規定文」と「岡定文」という異なる認知プmセスを反映

した文のタイプが観察されること，そして，H本語の「名詞コピュラ文」とロシア語の「X－Yj

文の分析を通じて，この二つのタイプの文では「XハYダ」（「X－Y」）のX，Yのそれぞれの名

詞句が異なる用法として機能しているということ，さらに，「属性規定文」，「嗣定文」という

二っのタイプの文の差異は，単にそれらの文を支える文脈や発話状況の差として捉えられるだけ

ではなく，それぞれのタイプの文の表面構造上に関わるふるまいにおいても，異なる性質を見出

すことができるという旨のことを述べてきた。
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3．罠シア語のrx－y」文における「主語」の問題

3－1．rx－yj文とrX鴉朋eTC騒Yj文

　さて，ロシア語の「X－Y」文は，これまで観察してきた文からも明らかなように，その基本

型としては，現在時制で主格をとる二っの名詞句の並列として表現される。それゆえ，Wシア語

の統語範疇としての「主語」（B◎Aae＞Kamee）の最もわかりやすい指標一一統語特性としての動詞

（又は連辞）との性・数・人称による一致というものが，この「X－Y」文の現在時制の場合には

一切観察することができないということから，Jllっの並列される名詞旬のうちのいずれを「主語」

侮o駆e》Ka環ee）とみなし，いずれをド述語」（cKa3yeMoe）とみなすかにっいて，従来議論となっ

てきたことは2－1ですでにみた通りである。

　ここで，ロシア語の「X－Y」文の「主語」と「述語」の規定という問題に関してなされてき

た従来の諸説を検討してみることにしよう。

　fiemaKOBCKIiBはロシア語の「X－Yj文を，一般には「X－Yj文と同義とされる連辞的機能を

有する動詞冊朋丁もCHを使った文「X　flBnfieTCSI　Y．　」に変換した場合に，形態的にN，となる名詞句

がもとの「X－Yj文において「主語」であり，　N5に立っ名詞句が，もとの「X－yJ文の「述

語」であるという説を立てている［13：234］。例えば，「属性規定文」の（2）は

（18）　　K）8eJmp（璽）y》Keρe（N1）fiBafleTcfi　BJIa双eJ！b舐eM（N5）3Toro　oco6正線Ka．

という文と同義であり，従って（18）ではN、に立っているrOBeJIHP　¢y♪Kepeが（2）でも「搬語」と

みなすことができ，それに対し（18）ではN5に立っているBAaAeneit　aToro　oco6HfiKaはr述語」

とみなすことができるというものである。この説は確かに一一見わかりやすいように恩えるが，そ

もそもwシア語のfX－Yj文と，連辞的機能を有する動詞船朋TbC猛を使った文rX冊朋eTC勇

Y」が，完全に隣義の文とみなせるのかどうかという点に関して，このIrleNKOBCI〈miの説は重大

な問題を含んでいると考えられる。

3－2．rN，fiBAfieTCfi　N　5　」と「N，cop　N　s　」という統語環境が意味するもの

　まず連辞的機能を有する動詞冊朋TbC経であるが，この動詞は18瞼紀から19世紀までは

「到着する，やって来る」といった出現の意昧や，「明らかになる，判明する」といった実質的

意味をもっ動詞として用いられていたものであり，この動詞が純粋に連辞的な機能をもっものと

して使用されるようになるのは，歴史的にはごく最近，19性紀20年代以降のことである。従っ

て，それまでは「巖現」という行為や，「～であることが明らかになる一顕在」という一時的

状態を表わす本来的動詞として，ABnATbCHは当然のことながら，それらの行為や一特的状態の
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申心的事物一すなわち担い手としての個体の客観的存在を表現する名詞句と，その行為や一時

的状態に関与する対象や，動作の様態場所，時などを表現する語句とともに文の中で立ち現わ

れていたことになる［19：109］。

（19）　　Tbl　BceM　aθaflevabcn　noc」tακκaqea　He6ec．［6：65〕

　　　（おまえはすべての人々にとって天の使いであるのだ。）

（20）　BRocne21HHx　eqeHax　l）a護bΦnθaπenzcHκacmonz（fu3t　eepoeM．［14：58〕

　　　（最後のシーンではラルフが本当の主人公として登場しているわ。）

（21＞3aHeMoraR　AH　KToジKeTqep　fleaflacπcθcMpoa　Mlin◎cep照Hlie　ocTaBnHn

　　　60m）Horo，　　noKa　Toτ09paBJInncA。　［5：227］

　　　（だれかが病気になると，ケッチェルは看護婦になって，病人が國復するまでその

　　　そばを離れなかった。）

　上記の文ではいずれもN1に立っ名詞句が，行為状態の担い手としての「主語」として動詞

flBnffTbCヨと人称・性・数において呼応している。一方N5に立っ名詞句は，ここでは「～として

（現われる）」，「～として（明らかになる）」という意味一すなわち出現や顕在という，行為や

一賢寺的状態の一種の様態（06pa3双磁CTBHH）を表現していると考えられる。このような考察をふま

えると，この晴期までの「X　fiBnfieTCfi　Y　」という構文においては，　X，　YのいずれをN，に立てる

か，またN5に立てるかということ，これは話し手の伝達しようとする事象としての「状態」や

「出来事」の客観的な生起の仕方そのものに依拠しているのであり，話し手の恣意的な判断にゆ

だねられるべき事柄ではないということになろう。

　ところで，動詞fiBnfiTbCfiを罵いた文における統語的環境にっいて，その変遷をさらに歴塑的

にさかのぼってみると，古代ロシア語においては「N、VNJの形が支配的であり，この統語パ

ターンはおよそ17世紀から18世紀まで一18世紀にはすでにこのパターンは～部高雅な文

体に限られてくるが一観察されるのである［8：102，123］。

（22）　Bblllleropom，．＿θMopb｝a　CθaYκbπθμcπBE、互）ycl，cTも薩3eMnH．［17：57］

　　　（町は第二のセルンとしてルーシイの地に現われた。）

（23）　　．＿，ce　60　BaM．＿　no∂Pα3rcαMe．ab　aθucfl，　roaoAy　MepnμMenb．　．［1：63〕

　　　（こいっは，おまえたちのまねをする者として，飢えなぞ気にかけない者として現

　　　われたのだ。）

　この動講HB朋TbC負の「N、　V　N　1」→「N，VN5」の歴史的交替の背景としては次のようなこと

が考えられる。
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　まず，物理的移動などを意味する…連の動詞群が，その歴史的に初期段階のパターンとしては

「N，VN，」をとっていたと類推されるものの，「イーゴリ軍記」など12世紀の古代ロシア語

文献では，すでに動作様態の意味ではN5をいわば補語の形でとるパターンが典型的であったこ

とが観察され，またyHHHKII’MCfi，　CTaTM，　TBOPIiTMCfiなどの個体の変化を意味する動詞群にっいて

も，岡じ時期の文献ですでにrN，　V　Nlj型と「N，　V　N5」型の二つのパターンが観察されている

［二8：101－102，104－105］σ

（24）　　SofiHs　608も㎎睦益，　a賑e　I〈oMY　xoTfillle　fi・1｝cm）TBopHTH，　To　Pαcmljrcαanemca　Mblcvauio

　　　縦oノミpeBy，　c者、pbb．et　BTutrcOMT　Ro　3e酸JI正｛，　ua3blMz　opaontろffoA　o6aaKbi，．．．［18：1〕

　　　（まこと，ボヤーンは霊妙にして，もし人のため賛歌を編もうとすれば，心の思い

　　　は枝々をなしてひろがり，灰色の狼と化して大地を駆け，鈍色の鷲となって雲摺を

　　　舞った。）

（25）　　．．．，oHb＞Ke　Hb韮H七θopoeb　Mva　cπYuuHuuzT．．．［7：150コ

　　　（彼は今や私にとって敵となった。）

（26）　　Cbrffa　oτllA　cl）珊）ecToaa　x　caM3）OPαpeMb　cma．［10：47］

　　　（父を帝座から追いやり，自らが皇帝となった。）

（27）　　HpvaiSxa　CaMcoHff）KMMTI〕oRonm’y　cnzaeamucaθaα∂blrcolo［9：106〕

　　　（サムソンは欝主教のところにやって来て，尊師となった。）

　この二つの動詞群は，上の例からもわかるように意味的に「～として」という，現代ロシア語

の統語的組み立てでは名辞述語の名辞部分で表現される語句を伴う場合と，「～のように」とい

う動作様態的な意味を表現する語句を伴う場合がある。もともと，どちらの場合もN、で表現さ

れていたものが，特に動作様態の意味に近い場合，意味的近似性による，いわばメトニミー的作

溺によってN，の代わりに動作様態の造格Nsが使罵されるようになり，このN，の使用がやがて

N1に対して優勢に立ち，繭者のような「～として」というような意味の場合にもN，が使用され

るようになる，という過程が推測され得るわけである。さらにこの「NIVNI」→「N、VN5」

という交替現象が，他の「N，VN，」という統語環境をもっ動調群へ波及していったと考えられ

るのである。

　一方，本来的には単なる【埼舗，モダリティー表示の機能のみをもつ連辞を伴う，ある側体にっ

いての「属性規定」や「洞定」を表現する「XcopY」型文においては，ヂN、copN5」型はやっ

と17世紀になってその多少なりとも一般的な使用が観察される。それも，この時期においては

N5は位階や地位，職業などを表わす場合のみに限って使われ，恒常的な属性等の表現にはその

使用は決してみられない［19：63－64］。

　その後19世紀末一20世紀初頭まで続いた「N，cop　N　1」と「N，　cop　Ns3の，特に過去時
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欄における併存という状況をめぐって，その二っのパターンの選択がどのような意味的差異，あ

るいは発話状況の差異によってもたらされるかにっいては，対象の属性のく恒常性一一時性〉，

〈本来性一非本来性〉など，すでに従来の研究の中で多くの説が提出されているが［4：244］

〔15：504］［3：198］　［13：228－229］［11：166－1673〔8：92～97］，いずれの説をとるにせよ，この

問題の根本的な理解にとってIllOTe6Hfiの次の指摘は非常に重要な示唆を含んでいるといえよう。

　《Boκ6醐（脚脚傭Bce　rρaMMaTMqecKoe　coAep》Ka琵班e　npe，ltno＞KeHHfi　MblcnvaTcfl　B　Tp躍

o，ltvaHaKoBble　Hp賑eMa．．．：　6bbva　ecTb　｝ie　cBs｛3Ka，　a　caMocToATenbHoe　cKa3yeMoe；　o｛X5uOpe」po湿　一

双OnO朋eHHe　K　HeMy，　CTa護06も董Tb，　HeqTO　MblCnMMOe　He　B　nOkne》KamaeM，　a　OCO600？冠erO，

HecMoTpsl　Ha　qacTHoe　coB窪a互eH｝｛e，　猛　B　To　》Ke　BpeMfi　oco60　0T　cKa3yeMoro．．．　PaccMaTp｝IBa只

TBopHT．　npe澱KaT囎器b溢cor涯acHo　c　Rpovacxox〈AeHHeM　ero　oT　TBopnT．06pa3a，　Mo｝KHo

cKa3aTb，　　q孚o　ol至　BbI38aH　　mpeAqyBcTB烈eM　　cono丑uxHe｝｛｝圭ocT経　　双aHHoro　cocTo只｝mH　JIpyrHM

cocTofi　IvallM，　e斑e　He　Bo田e双田vaM　B　co3Ha蛋｛Me，　｝｛06nva3KliM　K　∋ToMy．gg　B　oH　6blノ多odiu移θp＿．

nO蒸」夏e｝Ka環eMy，＿　　獄1）OT賊BO簸OCTaBJ1鉦eTC只　JI縦繊も　0皿HH　CJIO｝KNbl蕨　qaeH，　COCTaB正｛Oe　CKa3yeMOe．

Mblcx正）　3双ecb　He　ocTaHaBnxBaeTcfi　Ha　cBfi3Ke　6bia　獄　Roab3yeTcfi　e葦o　nMLJb　AAH　Hepexo双a　oT

Ho丑」！e）Kalkero　K　MblcnHMoMy　B　HeM　aTpu6yTy，》　［15：504コ

「《on　6bia　odiuopePO　、”》において文の文法的内容全体は三つの瞬等の成分の受け入れという形

で判断される。（…）6biaは連辞ではなく独立の述語として，　odiuqepontはその述語の補語とし

て，従って主語としばしば…致はするが，主語の中においてではなく，主語とは切り離されたも

のとして理解され，そして瀾時に述語からも切り離されて理解されているのである。（…）造格

述諮を，その起源を様態の造格にもっものとして考察するならば，それは問題となっている状態

が，まだ意識の上にはのぼっていないが，意識にのぼりっつある他の状態に，隅時に従属してい

るという予感によってもたらされるのである。（…）《oκ6わ粥oφ四εp》においては，（…）主語

に（…）相対しているのは単なる一っの複合成分一合成述語である。思考はここでは連辞6bva

のところで立ち血まることなく，連辞は単に主譜とその主語に内在していると考えられる属性を

結びっけるためにのみ使われているのである。」

　すなわち，この時期のFN，6b狐N5」型においては，　N5はN，で表わされる個体に本来的に帰

属する属性，資格を表わすものではなく，ある時間軸の中での燈体の出現，変化等に伴うその個

体の一一特的様態を表現する場合に，話者によって選択された表現形式であるといえる。そのこと

は，先にも簡単にふれたが，圏有名詞や親族関係を表わす名詞（MaTb，　OTeXX，　AOgb，　CblH，6paT，

cecTpa購．n．），民族・名や社会階層を表わす名詞（pocc眠1照，　HeMeu，　ABopfiMHH，　K翼e聴丁．ム．），

恒常的な固有の性質を表わす名詞（Myneu，　KpacaBell，　Tpyc，冴e麗BeU，　re繊甑丁．双．）などの場舎
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には専らN，が用いられ，…方，職階（耶peKTop，　HaqanbHHK，　flonKoBK”K，　coBeT韮mK困．A．），一

時的な資格，状態（叩e朋ecTHHK，　rrpeAcTaBMTeJlb，　no60pHMi｛，　xpaHMTenb，　fioMo［tエHMK，

cBH　JteTenb，　co翼ac盟照，Ho6e灘Te恥，3a繊術冠HK欝．双．）や年齢関係（Mnallellell，　pe6ei｛oK　va　T．

fl．）などが表現される場合にはN5が使用された，ということからも明らかであろう［19：68－69，

82－83］。

　さらにN5が，ある時間軸の中での悩体の一一’一時的な資格，状態としての立ち現われ方を表現し

たものであるということは，fN、6bm　N　5　」型において，6bmは純粋に連辞としてではなく，変

化や幽現などの実質的な個体の生起のさまを描写する動詞的機能をもっものとして，話者によっ

て認識されていたといえるであろう。このようなrN，6bm　N、」型とヂN，6bin　Ns　」型の併存，

その意味的差異による使い分けという一般的状況は，19世紀後半になると次第に「N，6hm　N　5」

型の優勢という圏粥をみせ，それまでの意味的差異による使用の区分ということが不明確になり，

どちらの意味の場合も「N，6bm　N，　」型が支配酌な統語パターンとして定着するに至るのである

［8：ll4－121〕o

　一方，動：eq　fiBnfil£bcfiに話を戻すと，［N　l肥朋eTc刃N5」構文も，19世紀後半以降は「X－Y」

文とほぼ同様の，本来的な嘱性規定」や胴定jを表現する場合に広範に胴いられるようにな

る。fiBAfiTbCfiはそこでは実質的意味を失い，純粋な連辞として機能し始めるのであるが，しか

しながら，fiBnATbCHが「N　1畑朋eTCR　N　5」という統語環境をもっということ宮体は，　SBn”TbCfl

がすでにみたように，もともとは出現という行為や，顕在という一唄寺的状態を表わす実質的意味

をもった動詞として機能しており，ある限られた時空間の中で生起するその行為，状態の担い手

としての客観的存在である個体と，その行為や状態のあり方一一すなわち様態としての・一一一il・V的属

性や資格が，「主語」としてのNsと動：aj　ABaATbCfiの補語としてのN，という表現形式をとると

いうことに由来したものである。そこでは，外部世界の限定された時空間に存在したり出現した

りする事象を，まさに眼繭に展瀾する事象の生起として，そのまま描写するというプロセスが具

現化されており，そこにおいて事象の生起にどのような個体が関わるか，そして，その関わり方

がどのようであるかといったことは，基本的には外部世界のありようそのものに依拠しているの

である。

　他方，ある特定個体の本質酌な「属性規定」，胴定」は，Wシア語ではすでにみたように本

来的には「N，－N、」型の文で表現され，そこでは認知霊体が恣意的に外部世界から取り出した，

紺象としての個体を表わすものとしての第一のN，と，認知主体が霞らの経験的判断によって導

き出した，その個体の属性，資格，または等葡物を表わすものとしての第二のN，が，基本的に

は特間軸の外で，普遍的命題として単に結合されているのである。
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3－3．FX－Yj文と「X　”BmeTcfi　Y　」文の同義性について

　さて，「X囎潮eTC分Yj文及び「X－Y」文における統語的環境とその意味内容における以上

のような歴史的な変遷過程をふまえて，当初設定した問題，現代ロシア語のFX－Yj文での先

行研究における「主語」，「述語」の規定基準の妥当性，そして，そもそもロシア藷の「X－Y」

文の理解において，統語範疇としての「主語」という概念を適用することが有意義であるのかど

うかという点，さらにそのことを逓じて，ロシア語の「X－Y」文をめぐっての「主語」，「主

題」概念の適用という問題について再度ここで立ち返ってみよう。

　先に，ロシア語の「X－Yj文の「主語」と「述語」の規定の基準として，「X－yj文と一般

的には同義とされる「X肥朋eτc銭Y」文への変換が使用されることをみてきたが，基本的な問題

として，現代ロシア語においてはこの二っの文を完全に岡義の文とみなすことができるのか，と

いう点を検討しなければならないだろう。

　すでに2－2，2－3で，ロシア語の「X－Y」文には，H本語と同じように「属性規定文」と

「同定文」という概念化の異なるプロセスを表現する二っのタイプの文が観察されるということ

を明らかにしたが，もし「X　fiBAfieTCfi　y　」文がドX－Yj文と同義であると仮定した場合には，

「X囎朋eτ朋Yj文においても，「属性規定文」と胴定文」という二っのタイプの文が存在し

得るということになる。この点に関して，以下ドX－Yj文を（1）それぞれの名詞句の入れ替え

によって，「属性規定文」と胴定文」の両方の解釈が可能な場合，（2）「同定文」の解釈のみ

が可能で，それぞれの名詞旬の入れ替えを許容しない場合，の二つの場合に分けて，個々の場合

に「X囎朋eTC只Yj文への変換の可能性如何をみてみよう。

（2）

（6）

（28）

（29）

（30）

（31）

（32）

｝〈⊃BenKP（婁）y＞KePe－BJIa双eJleU　DToro　oco6｝蓋只Ka．

（宝石商のフジェレーはこの邸の持ち主だ。）

BnaAeneg　9Toro　oco6HmKa　－K）BenupφyxKepe．

（この邸の持ち主は宝石商のフジェレーだ。）

BAaAeAeK　9TOrO　Oco6HflKa　一　OllvaH　Mo30fioPt　MH＞KeHep．

（この邸の持ち主はある若い技師だ。）

＊Ollm｛　MonoAoti　xH》Keffep　一　Bna，uenexx　sτoFo　oco6HfiKa．

正（）BenH｛）（重）y｝Kepe　fiBnAeTcfl　BnaXte刀liUeM　DToro　oco6KAKa．

（宝石商のフジェレーはこの邸の持ち主だ。）

Bna．iiensKeM∋Toro　oco6eifiKa　fiBngeTcfi　｝oBeAxpΦy＞Kepe．

（この邸の持ち主は宝石商のフジェレーだ。）

＊Bnaムenb羅eM∋Toro　oco6HfiKa　fiBnfieTcff　oAflH　Mo澱o双o薩HHDKeHeP．
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（2）は2－2でみたように「属性規定文1として機能している文であり，（2）のそれぞれの名詞

句の語順を変えることで，「同定文」として（6）の文が得られた。この場合はいずれも（30），（31）

のように「X　ABnfieTCff　Y」文に変換が可能である。～方，（28）は（6）と同じように「圃定文」と

して解釈される文であるが，（28）のそれぞれの名詞句の語順を変えた文（29）は，「属性規定文」

としては意味的に適格な文とはいえない。ということは，（28）lg　X，　Y名詞句の入れ替えによっ

て「属性規定文」を得ることを許容しない文であるということになる。このことは，（6）のY名

詞句IOBe3xp　tPyx〈epeが君舌し手，聞き手双方にとって既知である，ある特定の個体を唯一的に

指示する指承名詞句であるのに対し，不定代名詞o照Hを伴う（28）のY名詞句颯H韮獅oπo皿樋

mlx〈eHep（ある若い技師）は，聞き手にとってはまったく不特定の，乗知の個体を指し示してい

るということに起因していると恩われる。このY名詞句は（10）のY名詞句yqaCTHKX　Ha斑ero

KOHIIePTaとi司じく，限定用法の名詞句一すなわち「若い技師」という資格をもつ欄体の集合の

うちの，ある特定の個体を含意しつっも，その特定個体の唯一的指定を聞き手に対しておこなっ

ていない一として理解されるものであろう。

　限定用法の名詞句それ晦体は，すでにみたように嘱性規定文」のX名詞句としても立ち現わ

れる場合があるが，それでも，Xの外延はYのそれより狭いという「属性規定文」としての基本

条件は，満たされていなくてはならないのである。（29）の場合には畷らかにこの条件を満たして

いるとはいえず，従って嘱性規定文」としての解釈は許されず，（28）はそれぞれの名詞句の入

れ替えを許容しない胴定文」ということになる。

　ところで，（28）の文を「X　fiBnffeTCA　Y」文へ変換した文（32）は直観的に非文とされる。すなわ

ち，ロシア語の「X－Y」文は，それが「属性規定文」である場合及び，X，　Yのそれぞれの名詞

句の入れ替えによって「属性規定文」が得られる胴定文」の場合にのみ，「X囎朋eTC銭Yj文

への変換が可能であるということになる。

　このことは，実は先にみた動詞HB朋τbC黛がドN，　fiBnfieτCA　Ns」という統語環境をもっことの

歴史酌な由来一すなわちfiBnSTもCfiが，もともとは繊現という行為や顕在という一時的状態を表

わす実質的意味をもった動詞として機能していた一と深く関わっている。

　行為及び状態を表わす文とは，本来酌にある限られた時空間の中で，客観的に存在する個体の

客観的な事象を描く文であり，そこでは客観的世界の出来事としての特定の時閥位置の存在と，

そして時間的経過が前提となっている。また，行為と状態それ自体は，事象が静止的であるかど

うかということによって区別され得る。状態とはまさに…定の時間位置において，静止酌で変化

しないありさまのことである。

…方，「属性規定」やrl司定」を表わす文は，すでに何度もみているように，基本的には認知

主体が外部世界から恣意的に取り出した対象としての個体に，認知主体が自らの経験によって導

き出した，その個体に特有であると思われる鵬性や資格を与えたり，また等価物を示すことで燗

体を規定するという文である。そこでの経験的判断は，対象とする個体のある限られた特空閲の
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中でのありさまという判断ではなく，時間的変化を伴わない，橿常的状態としての把握をその基

本としている。従って，行為状態を表わす文がテンスをもっことを基本とするのに対し，嘱

性規定」，「圃定」を表わす文は，テンスから切り離されているのである。ただ，「同定文」の

場合，テンスが基本的に意味をなさないのに紺し，「属性規定」の場合には，本来恒常的なもの

であり，テンスから切り離されているべきはずのものが，ある特定の限られた時欄軸の中で捉え

られた場合には，一定の時間位置において，静止的で変化しないありさまとしての状態の意味と

重なってくるのである。ここに，本来的には出現という行為や，顕在という一時酌状態を表わし

ていたrx冊朋eTC銭Yj文が，「属性規定文」としての解釈を許容していく契機があるのである。

このようにして「X朋潮eTC露Y」文は，「羅性規定文」としての「X－Y」文と嗣義の文として

解釈され，そのことを通じてのみ，「X－Y」文がそれぞれの名詞句の入れ替えによってヂ同定

文」の読みを獲得することのアナmジーとして，f　X　nBnAeTCSt　Y　」文もまた，名詞句の入れ替え

によって「岡定文」としての読みを得るのである。「X脂潮eTC飛Yj文が「陶定文」としての解

釈を許容するのは，名詞句の入れ替えがおこなわれる前の「属性規定文」としての読みが存在す

るということが前提となっており，そのことなしには「X朋朋eTC只Yj文がド岡定文」としての

解釈を可能ならしめることはないのである。それ故，それぞれの名詞句の入れ替えを許容しない，

「岡定文」としての「X－Y」文は「X　fiBnaeτcfi　Y　」文へ変換することはできないということに

なる。それは，上にも述べたように岡じ性格付け文でありながらも，「属性規定」を表わす文が

時間軸上への位置付けを受けることによって，状態を表わす事象伝達文へと意味的なっながりを

みせるのに対し，「同定文」の場合には，テンスから完全に切り離された話者の経験的判断のみ

に依拠した文であり，事象伝達文への直接的な意味的っながりは絶たれている，という事情によ

るものと思われる。（6）

3－4．「X－y」文における「主語」と「主題」

　このように考察してくると，結論的にまずいえることは，「X　ffBn只eTCfl　Y　」文は「X－Yj文と

完全に同義の文とすることはできず，従ってrX－Y」文の「主語」，「述謝規定の基準として

「　X　RBnfieTCH　Y」文への変換を使朋するということは妥楽性を欠くということである。

　第二に，そもそも「X　ABnfieTCA　Y　」文が「N、冊朋eTC露N5」という統語環境をもっということ

自体，fiBnfiτbCfiがすでにみたように，もともとは出現という行為や顕在という一蒋的状態を表

わす実質的意味をもった動詞として機能しており，ある限られた時空間の中で生起するその行為，

状態の担い手としての客観的存在である鰯体と，その行為や状態のあり方一すなわち様態とし

ての一時的属性や資格が，「主語」としてのN，と，動詞flBnfiTbCffの補語としてのN，という表

現形式をとるということに由来したものである。そこでの「文法的主語」としてのN，は，前稿

〔32：78－81，90－91］で考察したように，外部世界に客観的に生起する事象を伝達する場合の，
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その事象の根源的要因としての「動作主」表示の意殊を元来もっものとして捉えることができ，

N5は動詞冊濾丁もc∬とともに，事象そのものを伝達する「述語」を形成するものとして本来捉え

られるべきものである。

　第三に，「X－Y」文そのものは，本来酌に「属性規定」，「同定」を表わす文，すなわち性

格付け文として，判断の対象である事象の中からの話者の恣意的な中心物の取り出しと，それに

ついての話者による経験的判断，という命題の二項性を具現化している。そこでは，判断の対象

の中心としての名詞成分は，発話の出発点として必ず文頭に位鶯し，典型的な意味でのr主題

という機能を担っているのである。すなわちrx－Y」文においては，常に文頭に位置する名詞

句が，ド主題」機能を担うものとして理解されるべきであり，あえて「文法的主語」という概念

をこの構文にも適潮するのであるならば，まさにこの「主題」機能ということを通じて，文頭位

置の名詞句が「文法的主語」とみなされるべきであろう。従って，現代ロシア語において，性格

付け文である「属性規定文」として認識される「N，fiBnAeTCfl　Ns　」文においても，凡は「動作

主」表示の意味をその由来としてもちつっも，現代語においてはやはり発話の出発点，覇断の対

象の中心としての「主題」機能をもっものとして話者によって認識されているといえよう。…方，

「属性規定文」としての「X－Y」文が，それぞれの名詞句の入れ替えによって，「同定文」の

読みを獲得することのアナロジーとしての「醗定文」，「Ns　fiBnfleTCfi　N　1」においては，やはり

文頭に位置するN，に立っ名詞句がヂ主題」機能をもち，従ってこの構文においては，F文法的

主語1N，は単なる「動作主」表示のなごりとしての意昧しかもち得ないのである。

（1）

（2）

（3）

註

「いいたて文」は「演述機能，すなわちことがらを述べるはたらきをもつ文」。「物語り文」は事件の成

行きを述べる文であり，基本的形式は（何々）が（どうか）する〔した］。「晶定め文」は物事の性質や状態，

または狭い意味でのヂ判断」を示す。蕩者を「量生状規定文」，後者を「措定文」とよぶ。それぞれの基本

形式は（何々）は（かうかう）だ一性状規定，（何々）は（何か）だ一措定。［27］

このように，言語の表現形式としての文類型を，それを背後から支える概念化のパターンを通して，大き

く二分して考察を進めている研究として，益岡£3鵠のIM属性叙述」とド事象叙述」，森重£37］［38］の

「現実嫉判断」と「観念性判断」，内田［23］の「知覚糊断」と「経験判断」などを挙げることができる。

「山田さんは社長だ」，　「鯨は聴乳類だ」のニニつの文を比較した場合，筋者は「Xの今問題にしている性

格がYの有しているある種の性格を満たすところのクラスに属する」ということを示し，後考は，「Xの

有している特性でYの有している特性でないものはない一すなわちX，Yは完全な勲下位関係にあること

を示している」という差異に着ffして，仁照£3肩はく帰属型〉名詞文一この稿での「属性規定文」にほ

ぼ該当するものと思われる一を，前者のようなタイプの〈性格づけ〉と後者のようなく所属化〉の二つ

のタイプに下位区分している。やはり岡様の観点から，高橋〔28］においても〈種づけ〉，〈類づけ〉と

いう区分がおこなわれている。しかしながら，いずれにせよこの二つのタイプの文では，「分類」という
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　　　ことそのものが重要なのではなく，「分類」を通じてのYの内包である性質等によるXの「属性規定」と

　　　いうことが概念化されているわけで，具体的な表現形式としての文への立ち現われ方に蘭しても，基本的

　　　には同様のふるまいをすると考えられ，従って，この稿ではこれらをまとめてf属性規定文」とする。こ

　　　のことは，後に「田田さんは社長だ」など，ここで扱った岡じ表現形式の文が，もしYの内包ということ

　　　が一切問題にされず，単に他の多くのものと区鋼してYであるということを指定する場合には，文として

　　　のふるまいは異なり，「同定文」という「属性規定文」とは異なる類型に属する文になるということを明

　　　らかにするためにも霊要であると考える。

　　　　一体に，今問題にしているタイプの文で，「山田さん」と「社長」，ヂ鯨」と「哺乳類」といったXと

　　　Yで表現されている事物概念闘の上下位関係のあり方の差異といった問題は，主として論理学の問題に帰

　　　せるべきものであって，認知主体の概念化から具体的な文配列の実現に向けての認知プロセスの関わりと

　　　いう側磁からは，上でみたように同じプロセスとして理解されるべきものであろう。

（4）名詞コピュラ文をこのように二っのタイプに大きく類鋼して考察するという理解は，三上［35］で提出さ

　　　れて以来，幣語や下位分類において差こそあれ，多くの先行研究が基本的にはそれにならっている［31］

　　　〔28］［29］［26］〔30コo

（5）　このことは，先に2－3で挙げたヨ上［35］以降の日本語の「名詞コピュラ文」に関する先行研究におい

　　　てもほぼ等しく認められているところである。

（6）人間がある事柄を文として表現し伝達しようとする際の，二っの異なる概念化の過程を反映するものとし

　　　ての「性格付け文」と「事象伝達文」というタイプ分けに関しては，拙稿［32：76－77］を参照のこと。
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